
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　条

　例 

○
福
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例                                           

一 

　規

　則 

○
福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則                                   

二 
 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

条

　
　例 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　福
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

　
　令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

福
島
県
条
例
第
五
十
一
号 

　
　
　福
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

　福
島
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
島
県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
数
量
」
の
下
に
「
（
第
一
号
又
は
第
二
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

該
消
費
に
係
る
軽
油
に
既
に
軽
油
引
取
税
が
課
さ
れ
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
軽
油
が
含
ま
れ
て
い
る
と

き
は
、
当
該
消
費
に
係
る
軽
油
の
数
量
か
ら
当
該
含
ま
れ
て
い
る
軽
油
に
相
当
す
る
部
分
の
数
量
を
控

除
し
た
数
量
と
し
、
第
五
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項
第
一
号
又
は

第
二
号
の
規
定
に
よ
り
製
造
の
承
認
を
受
け
た
当
該
消
費
又
は
譲
渡
に
係
る
軽
油
に
既
に
軽
油
引
取
税

又
は
揮
発
油
税
が
課
さ
れ
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
軽
油
又
は
揮
発
油
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該

消
費
又
は
譲
渡
に
係
る
軽
油
の
数
量
か
ら
当
該
含
ま
れ
て
い
る
軽
油
又
は
揮
発
油
に
相
当
す
る
部
分
の

軽
油
の
数
量
を
控
除
し
た
数
量
と
す
る
。
）
」
を
加
え
る
。 

附
則
第
七
条
の
四
の
四
第
一
項
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
」

に
改
め
る
。 

附
則
第
八
条
第
三
項
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、

同
条
第
十
二
項
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
八
条
の
二
の
三
第
一
項
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
」

に
改
め
る
。 

附
則
第
九
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
の
二
十
」
を
「
第
十
七
条
の
二
十
六
」
に
、
「
第
十
七
条
の
十

九
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
十
七
条
の
二
十
五
第
二
項
第
一
号
」
に
、
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和

十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
七
条
第
十
一
項
」
を
「
第
七
条
第
十
二
項
」

に
、
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第

七
条
第
十
二
項
」
を
「
第
七
条
第
十
三
項
」
に
、
「
第
七
条
第
十
三
項
」
を
「
第
七
条
第
十
四
項
」
に
、

「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
七
条

第
十
四
項
」
を
「
第
七
条
第
十
五
項
」
に
、
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十

一
日
」
に
、
「
第
七
条
第
十
五
項
」
を
「
第
七
条
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
三
条
の

二
の
十
五
第
一
項
」
を
「
第
三
条
の
二
の
十
八
第
一
項
」
に
、
「
第
七
条
第
十
六
項
」
を
「
第
七
条
第

十
七
項
」
に
、
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
九

項
を
削
り
、
同
条
第
十
項
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
を
同
条
第
十
一
項

と
す
る
。 

附
則
第
九
条
の
四
第
一
項
中
「
第
九
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
、
「
令
和
七
年
三

月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
第
九
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
八
条
第
二
項
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
九
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
、
「
令
和
七
年
三
月
三

十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
条
の
四
」
を
「
第
九
条

の
二
」
に
、
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
条
の
三
の
二
中
「
第
十
二
条
の
二
の
十
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
の
二
の
十
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
条
の
三
の
五
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令

和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
車
両
総
重

量
」
の
下
に
「
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
を
い
う
。
）
」
を
、

「
ト
ラ
ッ
ク
」
の
下
に
「
（
施
行
規
則
に
規
定
す
る
被
け
ん
引
自
動
車
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
道

路
運
送
車
両
法
」
を
「
同
法
」
に
、
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
を
「
前
方

障
害
物
と
の
衝
突
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
衝
突
被

害
軽
減
制
動
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術

基
準
で
施
行
規
則
に
規
定
す
る
も
の
」
に
、
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十

一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。 

　
　
　附

　則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条

　こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条

　改
正
後
の
福
島
県
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関

す
る
部
分
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に

対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す

る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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第
三
条

　新
条
例
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
（
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
消
費
及
び
譲
渡
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適

用
し
、
施
行
日
前
の
軽
油
の
消
費
及
び
譲
渡
に
対
し
て
課
す
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 

（
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条

　令
和
六
年
四
月
三
十
日
ま
で
に
取
得
さ
れ
た
改
正
前
の
福
島
県
税
条
例
附
則
第
十
条
の
三
の

五
第
四
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
税

　務

　課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

規

　
　則 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

　
　令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

福
島
県
規
則
第
四
十
二
号 

　
　
　福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
福
島
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

第
五
号
の
二
様
式
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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そ
の

2
(
個

人
事

業
税

・
金

融
機

関
納

付
用

)
 

(
表

)
 

 
 
 

 
福

島
県

 
個

人
事

業
税

 

  
 

 
 

 
 

 
 

年
度

 
納

付
済

通
知

書
 

 
 

公
 

福
島

県
 

個
人

事
業

税
 

年
度
 

 
納

付
書

 
公

 

福
島

県
 

個
人

事
業

税
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
度

 
納

税
通

知
書

兼
領

収
証

書
公

 
 

個
人

事
業

税
は

第
1
種

事
業

、
第

2
種

事
業

、
第

3
種

事
業

を
行

う
人

で
県

内
に

事
務

所
又

は
事

業
所

の
あ

る
人

に
課

税
さ

れ
ま

す
。

 
税

率
 

第
1
種

事
業

 
 

％
 
第

2
種

事
業

 
 
 

％
 

第
3
種

事
業

 
 
 

％
(
 

 
％

)
 

 
下

記
の

年
税

額
は

 
 

 
 

年
分

 
 

 
 

 
 

 
分

の
所

得
に

対
し

課
税

し
た

も
の

で
す

。
 

 
本

書
は

、
下

記
の

納
期

別
納

付
額

上
段

分
の

納
付

に
使

用
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 

切り取らないでお出しください。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
お

問
い

合
わ

せ
番

号
)
 

(
納

税
者

)
 

(
住

所
)
 

   (
氏

名
)
 

様
 

 
 

 
 

 
  

      (
e
L
番

号
)
 

 

 
口

座

記
号

番
号
 

 
 

加
入

者
名
 

 
 

合
計
 

 
 
 

 
 

 
円

 

切り取らないでお出しください。

  

加
入

者
名

 

口
座

記
号

番
号

 

 

 
共

通
納

税
 

機
関

コ
ー

ド
 

 
案
件
特

定
 

キ
ー

 
 

 
確

認
 

番
号
 

 
税

目
･ 

料
金
 

番
号
 

 
 

税
額
 

 
 

 
 
 
 

円
 

 
納

期
限

 
年

 
 

月
 

 
日
 

整
理

番
号
 

 
 

 
 

延
滞

金
 

 
 

 
 
 
 

円
 

 
第

 
 

種
事

業
 

 
 
税

率
1
0
0
分

の
 

 

合
計
 

 
 

 
 
 
 

円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
課

税
標

準
額

 
 

 
 
 

 
 

円
 

  
 

 
 

 
 

 

納
税

者
 

  

様
 

年
税

額
 

 
 

 
 

 
 

円
 

納期別納付額

 

 
 

年
 
 

月
 
 

日
か

ら
 

年
 
 

月
 
 

日
ま

で
 

 
 

 
 

 
 

円
 

e
L
番

号
：

 
 

 
年

 
 

月
 
 

日
か

ら
 

年
 
 

月
 
 

日
ま

で
 

 
延

滞
金

 

円
 

合
計

 

円
 

 
 

 

領収日付印

 

 
 

指定金融機関から県へ送付

 

   

又はコンビニ本部控

 

整
理

番
号

 
 

 
 

 
第

 
 

 
種

事
業
 

 
 

期
別
 

 
 

 
事

業
期

間
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
～

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
 

  

納税者

 

様
 

 
 

税
額

 
 

 
 

 
 

 
円

 

 
 
左

記
の

金
額

を
領

収
し

ま
し

た
。

 

整
理

番
号

 
 

 
延

滞
金
 

 
 

 
 

 
 

円
 

納
期

限
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

合
計

 
 

 
 

 
 

 
円

 
 

 

領収日付印

 

 
 

 
 

領収日付印

 

 
 

収入印紙不要

 

 
 

 
 

 
 
納

期
限
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

e
L-

Q
R

 
 

 
上

記
の

と
お

り
納

め
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

福
島

県
 

 
地

方
振

興
局

長
 
 

印
 
 
 

  

取
扱

金
融

機
関

又
は

コ
ン

ビ
ニ

店
舗

控
 
 

 
 

納
税

者
控
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(
裏

)
 

 
課

税
の

根
拠

法
令

に
つ

い
て

 
 

地
方

税
法

第
7
2
条

の
2
及

び
福

島
県

税
条

例
第

3
9
条

 

  
個

人
事

業
税

の
延

滞
金

に
つ

い
て

 
 

 
納

期
限

ま
で

に
税

金
を

納
付

し
な

い
と

き
は

、
納

期
限

の
翌

日
か

ら
納

付

の
日

ま
で

の
期

間
に

応
じ

、
次

に
よ

り
計

算
し

た
延

滞
金

額
を

加
算

し
て

納

付
し

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

 

(
1
)
 
延

滞
金

額
は

、
税

額
に

つ
い

て
年

1
4
.
6
パ

ー
セ

ン
ト

(
納

期
限

の
翌

日

か
ら

1
月

を
経

過
す

る
日

ま
で

の
期

間
に

つ
い

て
は

、
年

7
.
3
パ

ー
セ

ン

ト
)
の

割
合

(
当

該
年

の
租

税
特

別
措

置
法

第
9
3
条

第
2
項

に
規

定
す

る
平

均
貸

付
割

合
に

年
1
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
を

加
算

し
た

割
合

(
以

下
「

延
滞

金
特

例
基

準
割

合
」
と

い
う

。
)
が

年
7
.
3
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
に

満
た

な

い
場

合
に

は
、
そ

の
年

中
に

お
い

て
は

、
年

1
4
.
6
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
に

あ
つ

て
は

そ
の

年
に

お
け

る
延

滞
金

特
例

基
準

割
合

に
年

7
.
3
パ

ー
セ

ン

ト
の

割
合

を
加

算
し

た
割

合
と

し
、

年
7
.
3
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
に

あ
つ

て
は

当
該

延
滞

金
特

例
基

準
割

合
に

年
1
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
を

加
算

し

た
割

合
(
当

該
加

算
し

た
割

合
が

年
7
.
3
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
を

超
え

る

場
合

に
は

、
年

7
.
3
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
)
と

し
ま

す
。
)
で

計
算

し
ま

す
。
 

(
2
)
 
(
1
)
の

場
合

に
お

い
て

、
税

額
に

1
,
0
0
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

、

又
は

そ
の

全
額

が
2
,
0
0
0
円

未
満

で
あ

る
と

き
は

、
そ

の
端

数
金

額
又

は

そ
の

全
額

を
切

り
捨

て
ま

す
。

 

(
3
)
 

(
1
)
及

び
(
2
)
に

よ
り

計
算

し
た

延
滞

金
額

に
1
0
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

、
又

は
そ

の
全

額
が

1
,
0
0
0
円

未
満

で
あ

る
と

き
は

、
そ

の

端
数

金
額

又
は

そ
の

全
額

を
切

り
捨

て
ま

す
。

 

 
個

人
事

業
税

の
審

査
請

求
等

に
つ

い
て

 
 

1
 
こ

の
処

分
に

不
服

が
あ

る
と

き
は

、
こ

の
納

税
通

知
書

を
受

け
取

つ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

3
か

月
以

内
に

、
福

島
県

知
事

に
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
(
な

お
、

そ
の

期
間

内
で

あ
つ

て
も

、
こ

の
処

分

の
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
1
年

を
経

過
す

る
と

審
査

請
求

を
す

る
こ

と

が
で

き
な

く
な

り
ま

す
。

)
。

 

2
 

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
は

、
こ

の
処

分
に

つ
い

て
1
の

審
査

請
求

に
対

す
る

裁
決

を
経

た
後

で
な

け
れ

ば
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

ま
せ

ん
。
そ

の

場
合

に
お

い
て

、
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

は
、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る

裁
決

が
あ

つ
た

こ
と

を
知

つ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

6
か

月
以

内

に
、
福

島
県

を
被

告
と

し
て

(
訴

訟
に

お
い

て
福

島
県

を
代

表
す

る
者

は
、

福
島

県
知

事
と

な
り

ま
す

。
)
、

提
起

し
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

(
な

お
、

そ
の

期
間

内
で

あ
つ

て
も

、
そ

の
裁

決
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

1
年

を
経

過
す

る
と

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
な

く

な
り

ま
す

。
)
。

た
だ

し
、

次
の

(
1
)
か

ら
(
3
)
ま

で
の

い
ず

れ
か

に
該

当

す
る

と
き

は
、
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
を

経
な

い
で

処
分

の
取

消
し

の

訴
え

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

 
(
1
)
 
審

査
請

求
を

し
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

3
か

月
を

経
過

し
て

も

裁
決

が
な

い
と

き
。

 

 
(
2
)
 

処
分

、
処

分
の

執
行

又
は

手
続

の
続

行
に

よ
り

生
ず

る
著

し
い

損
害

を
避

け
る

た
め

緊
急

の
必

要
が

あ
る

と
き

。
 

 
(
3
)
 

そ
の

他
裁

決
を

経
な

い
こ

と
に

つ
き

正
当

な
理

由
が

あ
る

と
き

。
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そ
の

2
の

2
(
個

人
事

業
税

・
口

座
振

替
利

用
者

用
)
 

郵
便

は
が

き
 

           

様
 

 
 

 
 

   

個
人

事
業

税
納

税
通

知
書

 
 
 

 
親

展
 
 

(
口

座
振

替
)
 

個
人

事
業

税
納

税
通

知
書

(
口

座
振

替
)
 

 (
納

税
者

)
 

(
住

所
)
 

  (
氏

名
)
 

様
 

  
 

 
 

 
年

度
 

課
税

の
根

拠
法

令
 

 
地

方
税

法
第

7
2
条

の
2
及

び
福

島
県

税
条

例
第

3
9
条

 
         個

人
事

業
税

の
延

滞
金

に
つ

い
て

 
 

納
期

限
ま

で
に

税
金

を
納

付
し

な
い

と
き

は
、
納

期
限

の
翌

日
か

ら
納

付
の

日
ま

で
の

期
間

に
応

じ
、
次

に
よ

り
計

算
し

た
延

滞
金

額
を

加
算

し
て

納
付

し
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

。
 

 
(
1
)
 

延
滞

金
額

は
、

税
額

に
つ

い
て

年
1
4
.
6
パ

ー
セ

ン
ト

(
納

期
限

の
翌

日
か

ら
1
月

を
経

過
す

る
日

ま
で

の
期

間
に

つ
い

て
は

、
年

7
.
3
パ

ー
セ

ン
ト

)
の

割
合

(
当

該
年

の
租

税
特

別
措

置
法

第
9
3
条

第
2
項

に
規

定
す

る
平

均
貸

付
割

合
に

年
1
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
を

加
算

し
た

割
合

(
以

下
「

延
滞

金
特

例
基

準
割

合
」
と

い
う

。
)
が

年
7
.

3
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
に

満
た

な
い

場
合

に
は

、
そ

の
年

中
に

お
い

て
は

、
年

1
4
.

6
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
に

あ
つ

て
は

そ
の

年
に

お
け

る
延

滞
金

特
例

基
準

割
合

に
年

7
.
3
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
を

加
算

し
た

割
合

と
し

、
年

7
.
3
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
に

あ
つ

て
は

当
該

延
滞

金
特

例
基

準
割

合
に

年
1
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
を

加
算

し
た

割
合

(
当

該
加

算
し

た
割

合
が

年
7
.
3
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
を

超
え

る
場

合
に

は
、

年
7
.
3
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
)
と

し
ま

す
。

)
で

計
算

し
ま

す
。

 
 

(
2
)
 

(
1
)
の

場
合

に
お

い
て

、
税

額
に

1
,
0
0
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

、
又

は
そ

の
全

額
が

2
,
0
0
0
円

未
満

で
あ

る
と

き
は

、
そ

の
端

数
金

額
又

は
そ

の
全

額
を

切
り

捨
て

ま
す

。
 

 
(
3
)
 

(
1
)
及

び
(
2
)
に

よ
り

計
算

し
た

延
滞

金
額

に
1
0
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

、
又

は
そ

の
全

額
が

1
,
0
0
0
円

未
満

で
あ

る
と

き
は

、
そ

の
端

数
金

額
又

は
そ

の
全

額
を

切
り

捨
て

ま
す

。
 

個
人

事
業

税
の

審
査

請
求

等
に

つ
い

て
 

1
 

こ
の

処
分

に
不

服
が

あ
る

と
き

は
、

こ
の

納
税

通
知

書
を

受
け

取
つ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
3
か

月
以

内
に

、
福

島
県

知
事

に
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
(
な

お
、

そ
の

期
間

内
で

あ
つ

て
も

、
こ

の
処

分
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

1
年

を
経

過
す

る
と

審
査

請
求

を
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま
す

。
)
。

 
2
 
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

は
、
こ

の
処

分
に

つ
い

て
1
の

審
査

請
求

に
対

す
る

裁
決

を
経

た
後

で
な

け
れ

ば
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

ま
せ

ん
。

そ
の

場
合

に
お

い
て

、
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

は
、

そ
の

審
査

請
求

に
対

す
る

裁
決

が
あ

つ
た

こ
と

を
知

つ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

6
か

月
以

内
に

、
福

島
県

を
被

告
と

し
て

(
訴

訟
に

お
い

て
福

島
県

を
代

表
す

る
者

は
、
福

島
県

知
事

と
な

り
ま

す
。
)
、
提

起
し

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
(
な

お
、

そ
の

期
間

内
で

あ
つ

て
も

、
そ

の
裁

決
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

1
年

を
経

過
す

る
と

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
な

く
な

り
ま

す
。
)
。
た

だ
し

、
次

の
(
1
)
か

ら
(
3
)
ま

で
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

、
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
を

経
な

い
で

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

 
 

(
1
)
 

審
査

請
求

を
し

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
3
か

月
を

経
過

し
て

も
裁

決
が

な
い

と
き

。
 

 
(
2
)
 

処
分

、
処

分
の

執
行

又
は

手
続

の
続

行
に

よ
り

生
ず

る
著

し
い

損
害

を
避

け
る

た
め

緊
急

の
必

要
が

あ
る

と
き

。
 

 
(
3
)
 

そ
の

他
裁

決
を

経
な

い
こ

と
に

つ
き

正
当

な
理

由
が

あ
る

と
き

。
 

 
 

 
事

業
期

間
 

年
 
 

月
 
 

日
か

ら
 

 
 

年
 
 

月
 
 

日
ま

で
 

 
 

 

整
理

番
号
 

 
 

第
 

 
 

種
事

業
 

課
税

標
準

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円
 

税
率

1
0
0
分

の
 
 

年
税

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
円
 

納期別納付額

 

 
 

年
 
 

月
 
 

日
か

ら
 

年
 
 

月
 
 

日
ま

で
 

円
 

 
 

年
 
 

月
 
 

日
か

ら
 

年
 
 

月
 
 

日
ま

で
 

円
 

 
 
上

記
の

金
額

を
下

記
の

口
座

よ
り

振
替

し
ま

す
。

 

  
 
金

融
機

関
名

 

 
 

支
店

名
 

   

年
 

 
月

 
 

日
 

 

福
島

県
 

 
 

地
方

振
興

局
長

 
 
 

 
印

 
 
 

 
 

 
 

郵
便

番
号

 

住
所

 

 問
合

先
 

電
話

番
号
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様
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そ
の

3
(
不

動
産

取
得

税
用

)
 

(
表

)
 

 
 
 

 
福

島
県

 
不

動
産

取
得

税
 

  
 

 
 

 
 

 
 

年
度

 
納

付
済

通
知

書
 

 
 

公
 

福
島

県
 

不
動

産
取

得
税

 
年

度
 

 
納

付
書

 
公

 

福
島

県
 

不
動

産
取

得
税

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

度
 

納
税

通
知

書
兼

領
収

証
書

公
 

 
【
取

得
不
動

産
の
内

容
】
 

切り取らないでお出しください。

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
お

問
い

合
わ

せ
番

号
)
 

(
納

税
者

)
 

(
住

所
)
 

   (
氏

名
)
 

様
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       (
e
L
番

号
)
 

課
税

客
体

 
 

 

 
口

座

記
号

番
号
 

 
加

入

者
名
 

 
合

計
 

 
 
 

 
 

 
円

 
 

切り取らないでお出しください。

加
入

者
名

 
 

口
座

記
号

番
号

 
 

 

取
得

原
因

 
 

 

 
共

通
納

税
 

機
関

コ
ー

ド
 

 
案
件
特

定
 

キ
ー

 
 

 
確

認
 

番
号
 

 
税

目
･ 

料
金
 

番
号
 

 
 

地
目

又
は

構
造
 
 

 

税
額
 

 
 

 
 
 
 

円
 

用
途

 
 

 

 
納

期
限

 
年

 
 

月
 

 
日
 

整
理

番
号
 

 
 

 
 

延
滞

金
 

 
 

 
 
 
 

円
 

取
得

年
月

日
 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
       

 
 

 
 

 
 

合
計
 

 
 

 
 
 
 

円
 

不
動

産
の

価
格
 
 

 
 
 
 

 
円
 

納
税

者
 

  

様
 

特
例

控
除

の
額
 
 

 
 
 
 

 
円
 

課
税

標
準

額
 
 

 
 
 
 

 
円
 

 
 

 
 

 
 
 

 
円
 

算
出

税
額
 
 

 
 
 
 

 
円
 

e
L
番

号
：

 

 
延

滞
金

 

円
 

合
計

 

円
 

 
 

 
 

減
額

適
用

額
 
 

 
 
 
 

 
円
 

整
理

番
号

 
 

 

 
 
 

左
記

の
金

額
を

領
収

し
ま

し
た

。
 

納
付

す
べ

き
税

額
 
 

 
 
 
 

 
円
 

領収日付印

 

 
 

指定金融機関から県へ送付

 

   

又はコンビニ本部控

 

期
別
 

 
 

 
 
 

税
額
 

 
 

 
 
 
 

円
 

《
課

税
標

準
の

特
例

控
除

及
び

減
額

等
の

理
由

》
 

納税者

 

様
 

延
滞

金
 

 
 

 
 
 
 

円
 

 
 

整
理

番
号
 

 
 

合
計
 

 
 

 
 
 
 

円
 

納
期

限
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 
 

 

領収日付印

 

 
 

納
期

限
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 
 

 
 

領収日付印

 

 
 

収入印紙不要

 

 
 

 
 

 
 

e
L-

Q
R

 
上

記
の

と
お

り
納

め
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

福
島

県
 

 
地

方
振

興
局

長
 
 

印
 
 
 

 

取
扱

金
融

機
関

又
は

コ
ン

ビ
ニ

店
舗

控
 
 

納
税

者
控
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(
裏

)
 

 
不

動
産

取
得

税
の

課
税

に
つ

い
て

 
 

1
 

不
動

産
取

得
税

は
、

地
方

税
法

第
7
3
条

の
2
及

び
福

島
県

税
条

例
第

4
0

条
の

規
定

に
よ

り
、
不

動
産

(
土

地
又

は
家

屋
)
の

取
得

に
対

し
、
当

該
不

動
産

の
取

得
者

に
一

度
だ

け
課

税
さ

れ
ま

す
。

 

2
 
不

動
産

の
取

得
と

は
、
登

記
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

、
ま

た
、
有

償
で

あ
る

と
無

償
で

あ
る

と
を

問
わ

ず
、
現

実
に

不
動

産
の

所
有

権
を

取
得

す

る
こ

と
を

い
い

、
取

得
の

原
因

は
、
建

築
(
新

築
、
増

築
又

は
改

築
)
、
売

買
、

贈
与

、
交

換
、

競
落

等
の

別
を

問
い

ま
せ

ん
。

 

3
 
不

動
産

取
得

税
の

課
税

標
準

は
、
不

動
産

を
取

得
し

た
時

に
お

け
る

当

該
不

動
産

の
価

格
で

す
。
不

動
産

の
価

格
と

は
、
実

際
の

購
入

価
額

や
建

築
工

事
費

の
額

で
は

な
く

、
市

町
村

の
固

定
資

産
課

税
台

帳
に

登
録

さ
れ

て
い

る
価

格
で

す
。

 

 
 

固
定

資
産

課
税

台
帳

に
価

格
が

登
録

さ
れ

て
い

な
い

建
築

さ
れ

た
家

屋
等

の
場

合
は

、
地

方
税

法
第

3
8
8
条

第
1
項

の
固

定
資

産
評

価
基

準
に

よ

つ
て

算
定

し
た

価
格

と
な

り
ま

す
。

 

4
 
こ

の
処

分
に

不
服

が
あ

る
と

き
は

、
こ

の
納

税
通

知
書

を
受

け
取

つ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

3
か

月
以

内
に

、
福

島
県

知
事

に
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
(
な

お
、

そ
の

期
間

内
で

あ
つ

て
も

、
こ

の
処

分

の
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
1
年

を
経

過
す

る
と

審
査

請
求

を
す

る
こ

と

が
で

き
な

く
な

り
ま

す
。

)
。

 

5
 

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
は

、
こ

の
処

分
に

つ
い

て
4
の

審
査

請
求

に
対

す
る

裁
決

を
経

た
後

で
な

け
れ

ば
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

ま
せ

ん
。
そ

の

場
合

に
お

い
て

、
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

は
、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る

裁
決

が
あ

つ
た

こ
と

を
知

つ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

6
か

月
以

内

に
、
福

島
県

を
被

告
と

し
て

(
訴

訟
に

お
い

て
福

島
県

を
代

表
す

る
者

は
、

福
島

県
知

事
と

な
り

ま
す

。
)
、

提
起

し
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

(
な

お
、

そ
の

期
間

内
で

あ
つ

て
も

、
そ

の
裁

決
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

1
年

を
経

過
す

る
と

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
な

く

な
り

ま
す

。
)
。

た
だ

し
、

次
の

(
1
)
か

ら
(
3
)
ま

で
の

い
ず

れ
か

に
該

当

す
る

と
き

は
、
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
を

経
な

い
で

処
分

の
取

消
し

の

訴
え

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

(
1
)
 

審
査

請
求

を
し

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
3
か

月
を

経
過

し
て

も
裁

決
が

な
い

と
き

。
 

(
2
)
 
処

分
、
処
分

の
執

行
又

は
手

続
の

続
行

に
よ

り
生

ず
る

著
し

い
損

害
を

避
け

る
た

め
緊

急
の

必
要

が
あ

る
と

き
。

 

(
3
)
 
そ

の
他

裁
決

を
経

な
い

こ
と

に
つ

い
て

正
当

な
理

由
が

あ
る

と
き

。
 

     
延

滞
金

に
つ

い
て

 
 

 
納

期
限

ま
で

に
税

金
を

納
付

し
な

い
と

き
は

、
納

期
限

の
翌

日
か

ら
納

付

の
日

ま
で

の
期

間
に

応
じ

、
次

に
よ

り
計

算
し

た
延

滞
金

額
を

加
算

し
て

納

付
し

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

 

(
1
)
 
延

滞
金

額
は

、
税

額
に

つ
い

て
年

1
4
.
6
パ

ー
セ

ン
ト

(
納

期
限

の
翌

日

か
ら

1
月

を
経

過
す

る
日

ま
で

の
期

間
に

つ
い

て
は

、
年

7
.
3
パ

ー
セ

ン

ト
)
の

割
合

(
当

該
年

の
租

税
特

別
措

置
法

第
9
3
条

第
2
項

に
規

定
す

る
平

均
貸

付
割

合
に

年
1
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
を

加
算

し
た

割
合

(
以

下
「

延
滞

金
特

例
基

準
割

合
」
と

い
う

。
)が

年
7
.
3
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
に

満
た

な

い
場

合
に

は
、
そ

の
年

中
に

お
い

て
は

、
年

1
4
.
6
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
に

あ
つ

て
は

そ
の

年
に

お
け

る
延

滞
金

特
例

基
準

割
合

に
年

7
.
3
パ

ー
セ

ン

ト
の

割
合

を
加

算
し

た
割

合
と

し
、

年
7
.
3
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
に

あ
つ

て
は

当
該

延
滞

金
特

例
基

準
割

合
に

年
1
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
を

加
算

し

た
割

合
(
当

該
加

算
し

た
割

合
が

年
7
.
3
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
を

超
え

る

場
合

に
は

、
年

7
.
3
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
)
と

し
ま

す
。
)
で

計
算

し
ま

す
。
 

(
2
)
 
(
1
)
の

場
合

に
お

い
て

、
税

額
1
,
0
0
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

、
又

は
そ

の
全

額
が

2
,
0
0
0
円

未
満

で
あ

る
と

き
は

、
そ

の
端

数
金

額
又

は
そ

の
全

額
を

切
り

捨
て

て
延

滞
金

額
を

計
算

し
ま

す
。

 

(
3
)
 

(
1
)
及

び
(
2
)
に

よ
り

計
算

し
た

延
滞

金
額

に
1
0
0
円

未
満

の
端

数
が

あ

る
と

き
、

又
は

そ
の

全
額

が
1
,
0
0
0
円

未
満

で
あ

る
と

き
は

、
そ

の
端

数

金
額

又
は

そ
の

全
額

を
切

り
捨

て
ま

す
。
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第
五
号
の
二
様
式
そ
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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そ
の

5
(
鉱

区
税

用
)
 

(
表

)
 

 
 

 
 

 
福

島
県

 
 

 
鉱

区
税

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

年
度

 
納

付
済

通
知

書
 

 
 

公
 

 
福

島
県

 
 

 
鉱

区
税

 
 

年
度
 

 
納

付
書

 
公

 

 
福

島
県

 
 

 
鉱

区
税

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
度

 
納

税
通

知
書

兼
領

収
証

書
公

 

切り取らないでお出しください。

  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
(
お

問
い

合
わ

せ
番

号
)
 

(
納

税
者

)
 

(
住

所
)
 

   (
氏

名
)
 

様
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鉱
区

登
録

番
号

 
県

 
登

録
 

 
第

 
 

 
号

 
 

鉱
区

所
在

地
 

地
内

 
 

 
口

座

記
号

番
号
 

 
 

加
入

者
名
 

 
 

合
計
 

 
 
 

 
 

 
円

 
            

切り取らないでお出しください。

加
入

者
名

 

口
座

記
号

番
号

 

 

課税標準等

 

面
積

又
は

延
長

 
 

 

 
共

通
納

税
 

機
関

コ
ー

ド
 

 
案
件
特

定
 

キ
ー

 
 

 
確

認
 

番
号
 

 
税

目
･ 

料
金
 

番
号
 

 
 

税
額
 

 
 

 
 
 
 

円
 

課
税

期
間

 
 

 
 

年
 

 
月

か
ら

 
 

 
 

年
 

 
月

ま
で

 

 
納

期
限

 
年

 
 

月
 

 
日
 

整
理

番
号

 
 

 
 

延
滞

金
 

 
 

 
 
 
 

円
 

課
税

月
数

 
 

 
月

数
分

 

税
率

 
ご

と
に

 
 

 
 

円
 

合
計
 

 
 

 
 
 
 

円
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     
 

 
 

 
 

 

納
期

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

ま
で

 
納

税
者

 

 

様
 

税
額

 
円
 

  (
e
L
番

号
)
 

e
L
番

号
：

 

 
延

滞
金

 

円
 

合
計

 

円
 

 
 

領収日付印

 

 
 

指定金融機関から県へ送付

 

   

又はコンビニ本部控

 

整
理

番
号

 
 

 
期

別
 

 
 

 
 

 
 

期
別
 

 
 

 
 

 

納税者

 

様
 

税
額
 

 
 

 
 
 

 
円
 

左
記

の
金

額
を

領
収

し
ま

し
た

。
 
 

整
理

番
号

 
 

 

延
滞

金
 

 
 

 
 
 

 
円
 

納
期

限
 

年
 

 
月

 
 

日
 
 

合
計
 

 
 

 
 
 

 
円
 

 
 

領収日付印

 

 
 

 
 

領収日付印

 

 
 

収入印紙不要

 

 
 

 
 

 
 

納
期

限
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 
 

 
 

e
L-

Q
R

 
 

 
上

記
の

と
お

り
納

め
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

福
島

県
 

 
地

方
振

興
局

長
 
 

印
 
 

 
 
 

  

取
扱

金
融

機
関

又
は

コ
ン

ビ
ニ

店
舗

控
 
 

納
税

者
控
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(
裏

)
 

 
 
鉱

区
税

の
課

税
に

つ
い

て
 
 

 

1
 

鉱
区

税
は

、
地

方
税

法
第

1
7
8
条

及
び

福
島

県
税

条
例

第
7
2
条

の
規

定

に
よ

り
、
鉱

区
に

対
し

、
そ

の
面

積
又

は
延

長
を

課
税

標
準

と
し

て
、
そ

の
鉱

業
権

者
に

課
税

さ
れ

ま
す

。
 

2
 
こ

の
処

分
に

不
服

が
あ

る
と

き
は

、
こ

の
納

税
通

知
書

を
受

け
取

つ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

3
か

月
以

内
に

、
福

島
県

知
事

に
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
(
な

お
、

そ
の

期
間

内
で

あ
つ

て
も

、
こ

の
処

分

の
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
1
年

を
経

過
す

る
と

審
査

請
求

を
す

る
こ

と

が
で

き
な

く
な

り
ま

す
。

)
。

 

3
 

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
は

、
こ

の
処

分
に

つ
い

て
2
の

審
査

請
求

に
対

す
る

裁
決

を
経

た
後

で
な

け
れ

ば
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

ま
せ

ん
。
そ

の

場
合

に
お

い
て

、
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

は
、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る

裁
決

が
あ

つ
た

こ
と

を
知

つ
た

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

6
か

月
以

内

に
、
福

島
県

を
被

告
と

し
て

(
訴

訟
に

お
い

て
福

島
県

を
代

表
す

る
者

は
、

福
島

県
知

事
と

な
り

ま
す

。
)
、

提
起

し
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

(
な

お
、

そ
の

期
間

内
で

あ
つ

て
も

、
そ

の
裁

決
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

1
年

を
経

過
す

る
と

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
な

く

な
り

ま
す

。
)
。

た
だ

し
、

次
の

(
1
)
か

ら
(
3
)
ま

で
の

い
ず

れ
か

に
該

当

す
る

と
き

は
、
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
を

経
な

い
で

処
分

の
取

消
し

の

訴
え

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

 
(
1
)
 

審
査

請
求

を
し

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
3
か

月
を

経
過

し
て

も

裁
決

が
な

い
と

き
。

 

 
(
2
)
 

処
分

、
処

分
の

執
行

又
は

手
続

の
続

行
に

よ
り

生
ず

る
著

し
い

損
害

を
避

け
る

た
め

緊
急

の
必

要
が

あ
る

と
き

。
 

 
(
3
)
 

そ
の

他
裁

決
を

経
な

い
こ

と
に

つ
き

正
当

な
理

由
が

あ
る

と
き

。
 

 
鉱

区
税

の
延

滞
金

に
つ

い
て

 
 

 
納

期
限

ま
で

に
税

金
を

納
付

し
な

い
と

き
は

、
納

期
限

の
翌

日
か

ら
納

付

の
日

ま
で

の
期

間
に

応
じ

、
次

に
よ

り
計

算
し

た
延

滞
金

額
を

加
算

し
て

納

付
し

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

 

(
1
)
 
延

滞
金

額
は

、
税

額
に

つ
い

て
年

1
4
.
6
パ

ー
セ

ン
ト

(
納

期
限

の
翌

日

か
ら

1
月

を
経

過
す

る
日

ま
で

の
期

間
に

つ
い

て
は

、
年

7
.
3
パ

ー
セ

ン

ト
)
の

割
合

(
当

該
年

の
租

税
特

別
措

置
法

第
9
3
条

第
2
項

に
規

定
す

る
平

均
貸

付
割

合
に

年
1
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
を

加
算

し
た

割
合

(
以

下
「

延
滞

金
特

例
基

準
割

合
」
と

い
う

。
)が

年
7
.
3
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
に

満
た

な

い
場

合
に

は
、
そ

の
年

中
に

お
い

て
は

、
年

1
4
.
6
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
に

あ
つ

て
は

そ
の

年
に

お
け

る
延

滞
金

特
例

基
準

割
合

に
年

7
.
3
パ

ー
セ

ン

ト
の

割
合

を
加

算
し

た
割

合
と

し
、

年
7
.
3
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
に

あ
つ

て
は

当
該

延
滞

金
特

例
基

準
割

合
に

年
1
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
を

加
算

し

た
割

合
(
当

該
加

算
し

た
割

合
が

年
7
.
3
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
を

超
え

る

場
合

に
は

、
年

7
.
3
パ

ー
セ

ン
ト

の
割

合
)
と

し
ま

す
。
)
で

計
算

し
ま

す
。
 

(
2
)
 
(
1
)
の

場
合

に
お

い
て

、
税

額
に

1
,
0
0
0
円

未
満

の
端

数
が

あ
る

と
き

、

又
は

そ
の

全
額

が
2
,
0
0
0
円

未
満

で
あ

る
と

き
は

、
そ

の
端

数
金

額
又

は

そ
の

全
額

を
切

り
捨

て
ま

す
。

 

(
3
)
 

(
1
)
及

び
(
2
)
に

よ
り

計
算

し
た

延
滞

金
額

に
1
0
0
円

未
満

の
端

数
が

あ

る
と

き
、

又
は

そ
の

全
額

が
1
,
0
0
0
円

未
満

で
あ

る
と

き
は

、
そ

の
端

数

金
額

又
は

そ
の

全
額

を
切

り
捨

て
ま

す
。
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第
二
十
二
号
の
四
様
式
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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そ
の

2
(
電

算
処

理
用

)
 

(
表

)
 

 
 

 
福

島
県

 
 

 
 

税
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
度

 
領

収
済

通
知

書
 

公
 

福
島

県
 

 
 

 
税

 

年
度
 

 
納

付
(
納

入
・

払
込

)
書

 
公

 

福
島

県
 

 
 

 
税

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
度

 
督

促
状

兼
領

収
証

書
 

 
 

 
 

公
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
お

問
い

合
わ

せ
番

号
)
 

 
(
納

税
者

)
 

 
(
住

所
)
 

    
(
氏

名
)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
様

 

 
口

座
 

記
号

番
号

 

 
 

加
入

 

者
名

 

 
 

合
計
 

 
 
 

 
円
 

 

 

切り取らないでお出しください。

 

加
入

者
名

 

口
座

記
号

番
号

 

 

 
共

通
納

税
 

機
関

コ
ー

ド
 

 
案

件
特

定
 

キ
ー

 

 
確

認
 

番
号
 

 
税

目
･ 

料
金
 

番
号
 

 
 

本
税

 
 

 
 

 
 

 
円
 

 
納

期
限

 
年

 
月

 
日
 

整
理

番
号
 

 
 

 
 

延
滞

金
 

 
 

 
 
 

 
円
 

 
 

 
 
 

     

 
 

 
 
 

申
告

加
算

金
 

 
 

 
 
 

 
円
 

重
加

算
金
 

 
 

 
 
 

 
円
 

合
計

 
 

 
 

 
 

 
円
 

納
税

者
氏

名
 

  

様
 

切り取らないでお出しください。

 

 (
e
L
番

号
)
 

 
 

 
 

 

期
別

 

 
 

整
理

番
号

 

 
 

 
こ

の
督

促
状

は
、

納
期

限
ま

で
に

完
納

さ
れ

て

お
ら

ず
、

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
に

納

付
の

確
認

が
で

き
な

い
こ

と
か

ら
、

地
方

税
法

 

 
 

 
 

の
規

定
に

よ
り

発
付

し
ま

し
た

。
同

日

前
後

に
納

付
さ

れ
た

方
は

、
行

き
違

い
に

な
る

こ

と
が

あ
り

ま
す

の
で

御
了

承
く

だ
さ

い
。

 

 
な

お
、

延
滞

金
に

つ
い

て
は

、
 

 
年

 
 

月

 
 

日
ま

で
の

計
算

と
な

っ
て

お
り

ま
す

の
で

、

そ
れ

以
降

に
納

め
ら

れ
る

場
合

に
は

、
地

方
税

法

に
よ

る
金

額
を

納
め

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

指定金融機関から県へ送付

 

   

又はコンビニ本部控

 

e
L
番

号
：

 
法

定
納

期
限
 

年
 

 
月

 
 

日
 
納

期
限

か
ら

1
月

を
経

過
し

た
日

 
年

 
 

月
 

 
日
 

領収日付印

 

 
納

期
限

 
年

 
 

月
 

 
日
 
督

促
状

発
付

の
日

か
ら

10
日
を
経

過
し
た
日
 

年
 

 
月

 
 

日
 

納税者

 

様
 

期
別

 
 

 
本

税
 

 
 

 
 

 
 

円
 

左
記

の
金

額
を

領
収

し
ま

し
た

。
 

整
理

番
号

 
 

 
延

滞
金

 
 
 

 
 

 
 

円
 

納
期

限
 

年
 

 
月

 
 

日
 

申
告

加
算

金
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
 

  

領収日付印

 

 
 

重
加

算
金

 
 
 

 
 

 
 

円
 

 
 

領収日付印

 

 
 

収入印紙不要

 

 
合

計
 

 
 

 
 

 
 

円
 

e
L-

Q
R

 
 

上
記

の
と

お
り

納
め

て
く

だ
さ

い
。

 

  

年
 
 

月
 
 

日
 

 
福

島
県

 
 

地
方

振
興

局
長

 
印

 

  

取
扱

金
融

機
関

又
は

コ
ン

ビ
ニ

店
舗

控
 
 

納
税

者
控
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(
裏

)
 

   
1
 

こ
の

督
促

状
を

発
し

た
日

か
ら

起
算

し
て

1
0
日

を
経

過
し

た
日

ま
で

に
完

納
さ

れ
な

い
と

き
は

、
そ

の
翌

日
か

ら
滞

納
処

分
を

さ
れ

る
こ

と
に

な
り

ま
す

。
 

 
2
 

こ
の

処
分

に
不

服
が

あ
る

と
き

は
、
こ

の
処

分
が

あ
つ

た
こ

と
を

知
つ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
3
か

月
以

内
に

、
福

島
県

知
事

に
審

査
請

求
を

す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

(
な

お
、
そ

の
期

間
内

で
あ

つ
て

も
、
差

押
え

に
係

る
通

知
を

受
け

た
日

(
そ

の
通

知
が

な
い

と
き

は
、
そ

の
差

押
え

が
あ

つ
た

こ
と

を
知

つ
た

日
)
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

3
か

月
を
経

過
し

た
日

後
又

は
こ

の
処

分
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

1
年

を
経

過
す

る
と

、
審

査
請

求
を

す
る

こ
と

が
で

き
な

く
な

り
ま

す
。

)
。

 

 
3
 

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
は

、
こ

の
処

分
に

つ
い

て
2
の

審
査

請
求

に
対

す
る

裁
決

を
経

た
後

で
な

け
れ

ば
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

ま
せ

ん
。
そ

の
場

合

に
お

い
て

、
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

は
、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
が

あ
つ

た
こ

と
を

知
つ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
6
か

月
以

内
に

、
福

島
県

を
被

告
と

し
て

(
訴

訟
に

お
い

て
福

島
県

を
代

表
す

る
者

は
、

福
島

県
知

事
と

な
り

ま
す

。
)
、

提
起

し
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

(
な
お

、
そ

の
期

間
内

で

あ
つ

て
も

、
差

押
え

に
係

る
通

知
を

受
け

た
日

(
そ

の
通

知
が

な
い

と
き

は
、
そ

の
差

押
え

が
あ

つ
た

こ
と

を
知

つ
た

日
)
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

3
か

月

を
経

過
し

た
日

後
又

は
そ

の
裁

決
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

1
年

を
経

過
す

る
と

、
処

分
の

取
消

し
の

訴
え

を
提

起
す

る
こ

と
が

で
き

な
く

な
り

ま

す
。

)
。

た
だ

し
、

次
の

(
1
)
か

ら
(
3
)
ま

で
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

、
審

査
請

求
に

対
す

る
裁

決
を

経
な

い
で

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
(
な

お
、
次

の
(
2
)
又

は
(
3
)
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
で

あ
つ

て
も

、
差

押
え

に
係

る
通

知
を

受
け

た
日

(
そ

の
通

知
が

な
い

と
き

は
、

そ
の

差
押

え
が

あ
つ

た
こ

と
を

知
つ

た
日

)
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

3
か

月
を

経
過

し
た

日
後

は
、

処
分

の
取

消
し

の
訴

え
を

提
起

す
る

こ
と

が
で

き
な

く
な

り
ま

す
。

)
。

 

 
 
(
1
)
 

審
査

請
求

を
し

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
3
か

月
を

経
過

し
て

も
裁

決
が

な
い

と
き

。
 

 
 
(
2
)
 

処
分

、
処

分
の

執
行

又
は

手
続

の
続

行
に

よ
り

生
ず

る
著

し
い

損
害

を
避

け
る

た
め

緊
急

の
必

要
が

あ
る

と
き

。
 

 
 
(
3
)
 

そ
の

他
裁

決
を

経
な

い
こ

と
に

つ
き

正
当

な
理

由
が

あ
る

と
き

。
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第
百
二
号
様
式
中
「国

体
等
の
選
手

」
を
「規

則
で
定
め
る
競
技
会
の
選
手

」
に
改
め
る
。 

第
百
二
号
の
二
様
式
中
「国

体
競
技

」
を
「国

ス
ポ
競
技

」
に
改
め
る
。 

　
　
　附

　則 
１

　こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ

て
い
る
届
書
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る

届
書
等
と
み
な
す
。 

３

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ

て
い
る
届
書
等
の
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
税

　務

　課
） 
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